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○第１条関係 

青森市職員の給与に関する条例（平成十七年条例第五十三号）新旧対照表 

・令和５年度に係る改正 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第二十七条 （略） 第二十七条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給

する場合には百分の百二十、十二月に支給する場合

には百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前

六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十

                       

         を乗じて得た額に、基準日以前

六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

一～四 （略） 一～四 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十、」とあ

るのは「百分の六十七・五、」と、「百分の百二十

五」とあるのは「百分の七十」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十 」とあ

るのは「百分の六十七・五           

             」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第三十条 （略） 第三十条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に、六月に支給する場合には

百分の九十五、十二月に支給する場合には百分の

百を乗じて得た額の総額 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に百分の九十五      

                      

 を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に、六月に支給する場合には百分の四十五、

十二月に支給する場合には百分の四十七・五を乗

じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に百分の四十五             

                    を乗

じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

別表第一（行政職給料表）・・・・・・全改 別表第一（行政職給料表） 

別表第二（公安職給料表）・・・・・・全改 別表第二（公安職給料表） 

別表第三（教育行政職給料表）・・・・全改 別表第三（教育行政職給料表） 

別表第四（医療職給料表）・・・・・・全改 別表第四（医療職給料表） 

（略） （略） 
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○第２条関係 

青森市職員の給与に関する条例（平成十七年条例第五十三号）新旧対照表 

・令和６年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第二十七条 （略） 第二十七条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十

二・五                    

         を乗じて得た額に、基準日以前

六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給

する場合には百分の百二十、十二月に支給する場合

には百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前

六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

一～四 （略） 一～四 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十二・五」

とあるのは「百分の六十八・七五        

               」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十、  」

とあるのは「百分の六十七・五、」と、「百分の百

二十五」とあるのは「百分の七十」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第三十条 （略） 第三十条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に百分の九十七・五    

                      

 を乗じて得た額の総額 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に、六月に支給する場合には

百分の九十五、十二月に支給する場合には百分の

百を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に百分の四十六・二五          

                    を乗

じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に、六月に支給する場合には百分の四十五、

十二月に支給する場合には百分の四十七・五を乗

じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

別表第五(第三条関係) 別表第五(第三条関係) 

イ～ホ （略） イ～ホ （略） 

ヘ 医療職給料表(二)級別基準職務表 ヘ 医療職給料表(二)級別基準職務表 

職務の級 基準となるべき職務 

一級 （略） 

二級 （略） 

三級 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任

理学療法士、主任作業療法士、主任歯科

衛生士、主任歯科技工士、主任栄養士、

主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、

主任言語聴覚士、主任視能訓練士又は主

職務の級 基準となるべき職務 

一級 （略） 

二級 （略） 

三級 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任

理学療法士、主任作業療法士、主任歯科

衛生士、主任歯科技工士、主任栄養士、

主任臨床検査技師、主任臨床工学技士 

       、主任視能訓練士又は主
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改正後 改正前 

査(以下「主任薬剤師等」という。)の職

務 

四級 副薬剤長、診療放射線副技師長、副理学

療法士長、副作業療法士長、臨床検査副

技師長若しくは主幹(以下「副薬剤長

等」という。)又は高度の技術若しくは

経験を必要とする主任薬剤師等の職務 

五級 （略） 

六級 （略） 
 

査(以下「主任薬剤師等」という。)の職

務 

四級 副薬剤長、診療放射線副技師長、副理学

療法士長        、臨床検査副

技師長若しくは主幹(以下「副薬剤長

等」という。)又は高度の技術若しくは

経験を必要とする主任薬剤師等の職務 

五級 （略） 

六級 （略） 

ト （略） ト （略） 
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○第３条関係 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十号）新旧対照表 

・令和５年度に係る改正 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「第一号任期付研究員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「第一号任期付研究員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ４０２，０００

２ ４６１，０００

３ ５２２，０００

４ ６０３，０００

５ ７０１，０００

６ ８００，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ３９８，０００

２ ４５６，０００

３ ５１６，０００

４ ５９６，０００

５ ６９３，０００

６ ７９１，０００

２ 第三条第二号の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「第二号任期付研究員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

２ 第三条第二号の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「第二号任期付研究員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ３３６，０００

２ ３７１，０００

３ ３９８，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ３３２，０００

２ ３６７，０００

３ ３９４，０００
 

３～８ （略） ３～８ （略） 

  

（給与条例等の適用除外等） （給与条例等の適用除外等） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十、」とある

のは「百分の百六十二・五、」と、「百分の百二十

五」とあるのは「百分の百六十七・五」とする。 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十 」とある

のは「百分の百六十二・五            

                 」とする。 
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○第４条関係 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十号）新旧対照表 

・令和６年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（給与条例等の適用除外等） （給与条例等の適用除外等） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十二・五」と

あるのは「百分の百六十五            

                   」とす

る。 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十、  」と

あるのは「百分の百六十二・五、」と、「百分の百

二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」とす

る。 
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○第５条関係 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十一号）新旧対照表 

・令和５年度に係る改正 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「特定任期付職員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「特定任期付職員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ３８０，０００

２ ４２７，０００

３ ４７７，０００

４ ５３９，０００

５ ６１５，０００

６ ７１８，０００

７ ８３９，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ３７６，０００

２ ４２２，０００

３ ４７２，０００

４ ５３３，０００

５ ６０８，０００

６ ７１０，０００

７ ８３０，０００

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第五条 （略） 第五条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十、」とあるのは「百分の百六十二・五、」

と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十

七・五」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十 」とあるのは「百分の百六十二・五  

                       

   」とする。 

  

 

 

 



議案第 127 号関係資料 2                        令和５年１２月１３日 

総務企画常任委員会資料 

総 務 部 

7/14 

○第６条関係 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十一号）新旧対照表 

・令和６年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第五条 （略） 第五条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五  

                        

       」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十、  」とあるのは「百分の百六十二・

五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の

百六十七・五」とする。 
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○第７条関係 

青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年条例第四十九号）新旧対照表 

・令和５年度に係る改正 

改正後 改正前 

（市長等の給与） （市長等の給与） 

第二条 前条第一号から第五号までに掲げる職員(以下

「市長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定

めるもののほか給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地

手当とする。 

第二条 前条第一号から第五号までに掲げる職員(以下

「市長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定

めるもののほか給料     、期末手当及び寒冷地

手当とする。 

  

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

（市長等の     期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十、」と

あるのは「百分の百六十二・五、」と、「百分の百

二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

第四条 市長等の     期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十 」と

あるのは「百分の百六十二・五         

                   」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

  

（議会議員の期末手当の支給） （議会議員の期末手当の支給） 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十、」とあるのは

「百分の百六十二・五、」と、「百分の百二十五」

とあるのは「百分の百六十七・五」とする。ただ

し、一般職給与条例第二十七条第五項において規則

で定めることとされている事項については、市長が

別に定める。 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十 」とあるのは

「百分の百六十二・五             

               」とする。ただ

し、一般職給与条例第二十七条第五項において規則

で定めることとされている事項については、市長が

別に定める。 
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○第８条関係 

青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年条例第四十九号）新旧対照表 

・令和６年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十二・

五」とあるのは「百分の百六十五        

                      」

とする。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項

において規則で定めることとされている事項につい

ては、市長が別に定める。 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十、  

 」とあるのは「百分の百六十二・五、」と、「百

分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」

とする。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項

において規則で定めることとされている事項につい

ては、市長が別に定める。 

  

（議会議員の期末手当の支給） （議会議員の期末手当の支給） 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十二・五」とあるの

は「百分の百六十五              

                 」とする。た

だし、一般職給与条例第二十七条第五項において規

則で定めることとされている事項については、市長

が別に定める。 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十、  」とあるの

は「百分の百六十二・五、」と、「百分の百二十

五」とあるのは「百分の百六十七・五」とする。た

だし、一般職給与条例第二十七条第五項において規

則で定めることとされている事項については、市長

が別に定める。 
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○第９条関係 

青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第八号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第二条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第

一項第二号に掲げる職員（以下「フルタイム会計年度

任用職員」という。）の給与の種類は、給料、初任給

調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、期末手当及び勤勉手当とする。 

第二条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第

一項第二号に掲げる職員（以下「フルタイム会計年度

任用職員」という。）の給与の種類は、給料、初任給

調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当及び期末手当      とする。 

  

第三条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第

一項第一号に掲げる職員（以下「パートタイム会計

年度任用職員」という。）の給与の種類は、報酬、

期末手当及び勤勉手当とする。 

第三条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第

一項第一号に掲げる職員（以下「パートタイム会計

年度任用職員」という。）の給与の種類は、報酬及

び期末手当    とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（手当等の額） （手当等の額） 

第五条 第二条に規定する手当の額並びに第三条第一

項に規定する手当  の額及び同条第二項に規定す

る手当に相当する額については、一般職の常勤の職

員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の

範囲内で任命権者が定める。 

第五条 第二条に規定する手当の額並びに第三条第一

項に規定する期末手当の額及び同条第二項に規定す

る手当に相当する額については、一般職の常勤の職

員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の

範囲内で任命権者が定める。 

  

（単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与

の種類及び基準） 

（単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与

の種類及び基準） 

第八条 単純労務職員のうち会計年度任用職員の給与

の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、期末手当及び勤勉手当とする。 

第八条 単純労務職員のうち会計年度任用職員の給与

の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当及び期末手当     とする。 

２ （略） ２ （略） 
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○第10条関係 

青森市職員の育児休業等に関する条例（平成十七年条例第四十八号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 青森市職員の給与に関する条例第三十条第一項に

規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職

員                       

            のうち、基準日以前六箇月

以内の期間において勤務した期間がある職員には、当

該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

２ 青森市職員の給与に関する条例第三十条第一項に

規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職

員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会

計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前六箇月

以内の期間において勤務した期間がある職員には、当

該基準日に係る勤勉手当を支給する。 
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○第11条関係 

青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成十七年条例第二百二十号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（会計年度任用職員の給与） （会計年度任用職員の給与） 

第二十四条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員

法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職

員をいう。次条第一項において同じ。)であるものの

うち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員

の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、

通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務

手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉

手当とする。 

第二十四条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員

法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職

員をいう。次条第一項において同じ。)であるものの

うち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員

の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、

通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務

手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当   

  とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

第二十五条 企業職員で会計年度任用職員であるもの

のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に

掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手

当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

第二十五条 企業職員で会計年度任用職員であるもの

のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に

掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手

当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、期末手当     及び退職手当とする。 

２ （略） ２ （略） 
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○第12条関係 

青森市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成十七年条例第五十四号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（感染症等作業手当） （感染症等作業手当） 

第三条 感染症等作業手当は、次に掲げる場合に支給す

る。 

第三条 感染症等作業手当は、次に掲げる場合に支給す

る。 

一 職員が、感染症(感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四

号)第六条第二項から第四項までに定める感染症、

同条第七項に定める新型インフルエンザ等感染症、

同条第八項に定める指定感染症及び同条第九項に

定める新感染症をいう。以下同じ。)の発生を予防

し、又はそのまん延を防止するため行う感染症の病

原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場

所若しくは物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の

駆除作業（これらの作業のうち第四号の作業を除

く。）に従事した場合 

 一 職員が、感染症(感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四

号)第六条第二項から第四項までに定める感染症、

同条第七項                  

       に定める指定感染症及び同条第八項に

定める新感染症をいう。以下同じ。)の発生を予防

し、又はそのまん延を防止するため行う感染症の病

原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場

所若しくは物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の

駆除作業                   

   に従事した場合 

二 職員が、感染症の患者、疑似症患者    又は

                        

                        

         無症状病原体保有者(次号におい

て「感染症患者等」という。) の移送作業（第四号

の作業を除く。）に従事した場合 

二 職員が、感染症の患者、感染症の疑似症患者又は

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第八条第三項の規定により一類感染症の

患者とみなされる無症状病原体保有者(次号におい

て「感染症患者等」という。) の移送作業     

         に従事した場合 

三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律第六条第十五項に定める第二種感染症

指定医療機関の感染症病床に配置されている職員

(次条の規定の適用を受ける職員を除く。)が、感染

症病床において感染症患者等の看護又は感染症の

病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある

物件の処理作業（これらの作業のうち次号の作業を

除く。）に従事した場合 

三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律第六条第十五項に定める第二種感染症

指定医療機関の感染症病床に配置されている職員

(次条の規定の適用を受ける職員を除く。)が、感染

症病床において感染症患者等の看護又は感染症の

病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある

物件の処理作業                

   に従事した場合 

四 職員が、特定新型インフルエンザ等（新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律

第三十一号）第二条第一号に規定する新型インフ

ルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る

同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設

置されたもの（市長の定めるものに限る。）をい

う。）から人の生命及び健康を保護するために行

われた措置に係る作業で市長の定めるものに従事

した場合 

（新設） 

五 職員が、伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を

有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事し

た場合 

四 職員が、伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を

有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事し

た場合 

六 前各号に掲げる場合のほか、市長がこれらの場

合と同様に取り扱うことが適当であると認める場

五 前各号に掲げる場合のほか、市長がこれらの場

合と同様に取り扱うことが適当であると認める場
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２ 前項第一号から第三号まで及び第五号の手当（同

項第六号の規定により同項第一号から第三号まで及

び第五号に掲げる場合と同様に取り扱うことが適当

であると認める場合に支給する手当を含む。）の額

は、作業に従事した日一日につき三百五十円（同号

の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められ

る作業で市長の定めるものに従事した場合は、当該

作業に従事した日一日につき七百円）とし、同項第

四号の手当（同項第六号の規定により同項第四号に

掲げる場合と同様に取り扱うことが適当であると認

める場合に支給する手当を含む。）の額は、作業に

従事した日一日につき四千円の範囲内で市長が定め

る額とする。 

２ 前項               の手当   

                         

                         

                       の額

は、作業に従事した日一日につき三百五十円    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

   とする。 

  

 


